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市町村等への意見照会及びパブリックコメントを踏まえた追加・修正について 

 

〇 計画の策定に当たって、県内市町村等への意見照会と「ちばづくり県民コメント制度（パブリックコメント）」による県民の皆様への意見募集等を踏まえて、計画（案）本文を以下のとおり、追加

修正します。 

 

【計画案本文の追加修正】 ※ 下線部分が修正箇所 

 

修正箇所 現   状 修 正 後 

１ 目次 

 

（－） 

 

 

（新規に追加） 

 

※ 「こども」表記について 

国の「こども」表記の判断基準を踏まえ、法令に根拠がある語や固有名詞に用い

る場合などを除き、原則として「こども」と表記します。 

２ 第２章 Ⅲ 

（２）社会福祉協議会 

 

（２０頁） 

○ そのような中、社会福祉法第１１０条第１項により、広域的な見地から地域福

祉を推進する団体として位置づけられている千葉県社会福祉協議会（県社協）

は、県内の幅広い関係者との連携と協働のもとに、様々な福祉課題の解決と福祉

人材の確保・育成などに取り組んでおり、県全体の地域福祉推進のために重要な

役割を果たすことが期待されます。 

○ そのような中、社会福祉法第１１０条第１項により、広域的な見地から地域福

祉を推進する団体として位置づけられている千葉県社会福祉協議会（県社協）は、

県内の幅広い関係者との連携と協働のもとに、様々な福祉課題の解決と福祉人材

の確保・育成などに取り組んでおり、県全体の地域福祉推進のために、より一層

重要な役割を果たすことが期待されます。 

３ 第３章 ２ 

（５）ひきこもりの状態

にある人の状況 

 

（３９頁） 

 

 

 

（新規に追加） 

〇 内閣府が２０２２年度（令和４年度）に実施した「こども・若者の意識と生活

に関する調査」では、ひきこもり状態にある人は、満１５歳から満３９歳までの

人で２．０５％、満４０歳から満６４歳までの人で２．０２％、全国で約１４６

万人いると推計されています。（表１） 

４ 第３章 ４ 

（３）認知症施策推進大綱 

 

（７６頁） 

 

（３） 認知症施策推進大綱 

〇 ２０１９年（令和元年）６月に、「認知症施策推進大綱」が閣議決定されまし

た。認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせ

る社会を目指し、認知症の人や家族の視点を重視しながら｢共生｣と｢予防｣を車

の両輪として施策を推進することとされています。 

 

〇 認知症は誰もがなりうるものであり、家族や身近な人が認知症になることな

ども含め、多くの人にとって身近なものとなっています。生活上の困難が生じ

た場合でも、重症化を予防しつつ、周囲や地域の理解と協力の下、本人が希望

を持って前を向き、力を生かしていくことで極力それを減らし、住み慣れた地

域の中で尊厳が守られ、自分らしく暮らし続けることができる社会を目指すこ

ととされました。 

（３） 共生社会の実現を推進するための認知症基本法 

〇 ２０２３年（令和５年）６月、共生社会の実現を推進するための認知症基本法

が成立し公布されました。我が国における急速な高齢化の進展に伴い、認知症の

人が増加している現状に鑑み、認知症の人が尊厳を維持しつつ希望を持って暮

らすことができるよう、認知症施策を総合的かつ計画的に推進することされて

います。 

 

〇 認知症施策の基本理念や、国・地方公共団体等の責務、認知症施策を推進する

ための計画の策定、基本的施策、認知症施策推進本部の設置などについて明記さ

れ、共生社会の実現の推進という目的に向け、基本理念等に基づき認知症施策を

国・地方が一体となって講じていくこととされました。 

 

資料２－３ 
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５ 第４章 Ⅰ２ 福祉

教育の推進 

 

（９８頁） 

 

 

（新規に追加） 

 

「県の主な取組・支援」 

〇 福祉教育推進校の指定 

  小学校、中学校及び高等学校を対象に福祉教育推進校を指定、

併せて県社会福祉協議会より指定校所在の地区社会福祉協議会

等を福祉教育推進団体として指定し、学校と地域が連携すること

により、県の福祉教育を推進していきます。 

健康福祉指

導課、学習

指導課 

 

 

６ 第４章 Ⅲ１ 

（２）介護等の各分野にお

ける人材の確保・育成・

定着対策の推進 

 

（１２２頁） 

 

 

（新規に追加） 

 

「県の主な取組・支援」 

〇 介護福祉士等の確保・育成 
離職した介護職員等が再就職する際の就職準備金や介護福祉士

等養成施設の学生に対する修学資金などの貸付を実施します。 健康福祉指

導課 

 

 

７ 第４章 Ⅲ１ 

（２）介護等の各分野にお

ける人材の確保・育成・

定着対策の推進 

 

（１２３頁） 

 

 

「県の主な取組・支援」 

〇 保育士等の確保・育成、保育士の処遇改善 
潜在保育士が再就職する際の就職準備金や保育士養成施設の学

生に対する就学資金などの貸付を実施します。 
保育士の確保・定着対策を一層推進し、県内の保育環境の改善

を図るため、民間保育所の保育士の処遇（給与）改善を実施しま

す。 

子育て支援 

課 

 

 

 

「県の主な取組・支援」 

〇 保育士等の確保・育成、保育士の処遇改善 
潜在保育士が再就職する際の就職準備金や保育士養成施設の学

生に対する修学資金などの貸付を実施します。 
保育士の確保・定着対策を一層推進し、県内の保育環境の改善

を図るため、民間保育所の保育士の処遇（給与）改善を実施しま

す。 

子育て支援 

課 

 

 

８ 第４章 Ⅳ１ 

（２）重層的支援体制整備

構築の支援 

 

（１３６、１３７頁） 

 

 「現状と課題」 

〇 これまでの福祉の改革では、高齢者、障害のある人、子どもといった分野ご

とに、専門的な支援を充実させてきました。こうした公的サービスの充実自体

には大きな意味がありますが、分野別の支援体制では、複雑・複合的な課題や

狭間のニーズへの対応が困難になっている現状にあります。 

 

〇 例えば、８０代の親がひきこもり状態の５０代の子どもの生活を支える 「８

０５０問題」、育児と介護のダブルケア、子どもがＤＶを目撃することによる

心理的虐待、どの制度の対象にもならないごみ屋敷問題等、家族や地域が抱え

る課題が複雑化・多様化しています。 

 

〇 社会福祉法の２０２０年（令和２年）改正により、重層的支援体制整備事業

（重層事業）が創設され、「属性を問わない相談支援（相談支援）」、「多様

な社会参加に向けた支援（参加支援）」及び「地域づくりに向けた支援（地域

支援）」の３つの支援を一体的に実施し、制度の縦割りを超えて、人とのつな

がりを再構築しようという、新たな重層事業が推進されています。 

 

「現状と課題」 

〇 これまでの福祉の改革では、高齢者、障害のある人、子どもといった分野ご

とに、専門的な支援を充実させてきました。こうした公的サービスの充実自体

には大きな意味がありますが、分野別の支援体制では、複雑・複合的な課題や

狭間のニーズへの対応が困難になっている現状にあります。 

 

〇 例えば、８０代の親がひきこもり状態の５０代の子どもの生活を支える 「８

０５０問題」、育児と介護のダブルケア、子どもがＤＶを目撃することによる

心理的虐待、どの制度の対象にもならないごみ屋敷問題等、家族や地域が抱え

る課題が複雑化・多様化しています。 

 

〇 社会福祉法の２０２０年（令和２年）改正により、重層的支援体制整備事業

（重層事業）が創設され、「属性を問わない相談支援（相談支援）」、「多様

な社会参加に向けた支援（参加支援）」及び「地域づくりに向けた支援（地域

支援）」の３つの支援を一体的に実施し、制度の縦割りを超えて、人とのつな

がりを再構築しようという、新たな重層事業が推進されています。 
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〇 なお、県内では２０２２年度（令和４年度）時点で、木更津市、松戸市、柏

市及び市原市が重層事業を実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

「具体的な取組」 

○ 重層事業は、市町村において、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに

対応する包括的な支援体制を整備するため、①相談支援、②参加支援、③地域

づくりに向けた支援を一体的に実施されていくものであることから、市町村に

おいて重層事業に取り組めるよう必要な助言、情報の提供その他の支援を行い

ます。 

 

【市町村の重層的な支援体制３つの柱】  

  柱１「相談支援」＝どんな相談も最初の窓口で丸ごと受け止め、相談を断らな 

い。 

  柱２「参加支援」＝仕事をしたり地域活動に参加したり、本人にあった場を探 

して、そこで役割を見いだせるよう支援していきます。 

  柱３「地域支援」＝子ども食堂や運動教室など、住民自らの意思で行う多様な 

活動や居場所を増やしていきます。 

 

〇 市町村の重層事業を効果的に行うための地域生活課題に関する調査（ニーズ

調査）を支援するために県においても広域で独自のニーズ調査を実施し、先行

する市町村のニーズ調査等の事例を積極的に紹介していきます。 

 

 

 

 

 

 

「県の主な取組・支援」 

〇 重層的支援体制構築のための市町村支援 

各市町村の包括的な支援体制整備の後方支援に必要な経費の

国への要求及び、市町村における包括的な支援体制の構築に向

けた研修を実施しています。 

 

健康福祉指

導課 

 

 

 

 

 

 

〇 重層事業を実施する市町村においては、近年の災害の発生状況や、新型コロ

ナウイルス感染症などの感染症の流行等の緊急事態への対応を想定して体制構

築を行う必要があります。 

 

〇 なお、県内では２０２２年度（令和４年度）時点で、木更津市、松戸市、柏

市及び市原市が重層事業を実施しています。 

 

 

 

「具体的な取組」 

○ 重層事業は、市町村において、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに

対応する包括的な支援体制を整備するため、①相談支援、②参加支援、③地域

づくりに向けた支援を一体的に実施されていくものであることから、市町村に

おいて重層事業に取り組めるよう必要な助言、情報の提供その他の支援を行い

ます。 

 

【市町村の重層的な支援体制３つの柱】  

  柱１「相談支援」＝どんな相談も最初の窓口で丸ごと受け止め、相談を断らな 

い。 

  柱２「参加支援」＝仕事をしたり地域活動に参加したり、本人にあった場を探 

して、そこで役割を見いだせるよう支援していきます。 

  柱３「地域支援」＝子ども食堂や運動教室など、住民自らの意思で行う多様な 

活動や居場所を増やしていきます。 

 

〇 市町村の重層事業を効果的に行うための地域生活課題に関する調査（ニーズ

調査）を支援するために県においても広域で独自のニーズ調査を実施し、先行

する市町村のニーズ調査等の事例を積極的に紹介していきます。 

 

〇 重層事業その他地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制は、災害等の

影響によって発生する多様な支援ニーズに対しても有効であることから、分野

横断の支援関係機関によるネットワークの中で、柔軟な対応が可能となるよう、

市町村を支援します。 

 

「県の主な取組・支援」 

〇 重層的支援体制構築のための市町村支援 

各市町村の包括的な支援体制整備の後方支援に必要な経費の

国への要求及び、市町村における包括的な支援体制の構築に向

けた研修を実施しています。 

また、会議や研修会等を通じて、災害や感染症その他緊急事

態の発生時の支援体制について、予め議論し、体制を構築する

よう、周知や助言等をしていきます。 

健康福祉指

導課 
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９ 第４章 Ⅳ２ 

（２）高齢、障害、子ども・

子育て、生活困窮者等の

分野ごとの対策の推進 

 

（１５０頁） 

 

 

（新規に追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「県の主な取組・支援」 

〇 犯罪被害者等支援の推進 

  「千葉県犯罪被害者等支援推進計画」に基づき、犯罪被害者

等の状況に応じた適切な支援を迅速かつ途切れることなく継

続していくために、犯罪被害者支援コーディネーターを配置

し、県、市町村、民間支援団体、弁護士会等の関係機関との連

携に努めます。 

また、犯罪被害者等に対し、千葉県犯罪被害者等見舞金制度

による経済的負担の軽減や無料法律相談実施による相談支援

の充実を図ります。 

 

 

くらし安全

推進課 

 

１０ 第４章 Ｖ１ 

（２）権利擁護体制の推進 

 

（１６０頁） 

 

「現状と課題」 

イ 日常生活自立支援事業の推進 

○ 日常生活自立支援事業等の支援を必要としている人が適切に利用できるよ

う、ホームページや各種研修会などで事業周知を行うとともに、県社会福祉協

議会と連携し、取組を進めます。 

 

○ 県社会福祉協議会では、市町村社会福祉協議会とともに、利用者との契約に

基づき、福祉サービスの利用援助や財産の管理・保全等を行う「日常生活自立

支援事業」の実施、生活支援員等による定期的な見守り等の支援を推進してい

ます。 

「現状と課題」 

イ 日常生活自立支援事業の推進 

○ 日常生活自立支援事業等の支援を必要としている人が適切に利用できるよ

う、ホームページや各種研修会などで事業周知を行うとともに、県社会福祉協

議会と連携し、取組を進めます。 

 

○ 市町村社会福祉協議会は、県社会福祉協議会から委託を受け、「日常生活自立

支援事業」を実施し、生活支援員等による定期的な見守り等の支援及び福祉サ

ービスの利用援助や日常的な金銭管理・保全等を行うことで、高齢者や障害者

が安心して自立した地域生活を送るために必要な支援をしています。 

 

１１ 第４章 Ｖ１ 

（２）権利擁護体制の推進 

 

（１６０頁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「県の主な取組・支援」 

〇 成年後見制度の推進 

成年後見制度の利用促進及び市町村等に対しその体制整備の

ための支援を行います。 

 

健康福祉指

導課 

 

 

「県の主な取組・支援」 

〇 成年後見制度の推進 

市町村における体制整備をはじめとした取組が進むよう、市

町村職員などを対象とした地域連携ネットワーク及び中核機関

の設置を促進するための研修会や成年後見制度利用促進のため

の会議を開催します。 

また、これらの研修会や会議を通して体制整備の検討を始め

た市町村に対し、必要な助言等を行うため、アドバイザーを派

遣します。 

 

 

 

健康福祉指

導課 
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１２ 第４章 Ⅵ２ 

（１）広域的な市町村支援 

 

（１７７頁） 

「現状と課題」 

○ 人口減少、少子高齢化の進行、社会環境の変化、生活環境の多様化等により、

地域生活課題は複合化・複雑化しています。また、制度の狭間にいる人への支

援も課題となっています。 

 

○ ２０２２年（令和４年）に実施した県内市町村アンケートの結果では、  「地

域福祉を進める上で、現在重視している取組」の１位は「包括的な相談・支援

体制の構築・充実」、２位は「複合的な課題を抱えた人、制度の狭間にいる人

への支援」でした。 

 

○ 県では、市町村アンケート結果も踏まえ、地域生活課題の解決を試みる市町

村における包括的な支援体制づくりを促進するため、体制づくりの重要性や重

層的支援体制整備事業の周知、先進自治体の事例紹介等を行うとともに、体制

づくりに課題を抱える市町村を支援しています。 

 

○ また、単独の市町村では解決が困難な問題や、広域的な支援が必要と考えら

れる人（医療的ケア児、難病・がん患者、配偶者からの暴力を受けた者、刑務

所出所者等）については、地域の実情に応じた施策を効果的に実施していく必

要があることから、住民に最も身近な自治体である市町村の意見を十分に聞き

ながら、県と市町村の施策が相乗効果を発揮するよう取り組んでいく必要があ

ります。 

 

○ 包括的な支援体制づくりを行う市町村においては、分野横断的に多様な支援

ニーズに対応した支援体制を構築するため、制度等に関する広範な知識等が必

要となることから、そこに関わる職員の研修の充実が必要です。 

 

 

 

 

 

「具体的な取組」 

○ 地域共生社会の実現に向けて、本計画や他の個別計画に基づき、広域的な地

域福祉の推進に取り組むとともに、地域の実情に応じた市町村の包括的な支援

体制の整備を進めるため、必要な支援を行います。 

 
 

○ 専門的な医療的ケアを必要とする児童、難病・がん患者等への支援、特段の

配慮が必要となる配偶者からの暴力を受けた者、犯罪や非行をした人等の再犯

防止や社会復帰支援等、単独の市町村では解決や支援が難しい課題に対して、

中核地域生活支援センター等において専門的、広域的な面から市町村を支援し

ます。 

 

○ 市町村単位では行うことが困難な広域的な事業や専門的な事業、新たな 福

祉課題等への対応については、各種団体等と連携しながら取り組みます。 

 

○ 重層的支援体制整備事業について、包括的支援体制の整備のための効果的な

「現状と課題」 

○ 人口減少、少子高齢化の進行、社会環境の変化、生活環境の多様化等により、

地域生活課題は複合化・複雑化しています。また、制度の狭間にいる人への支

援も課題となっています。 

 

○ ２０２２年（令和４年）に実施した県内市町村アンケートの結果では、  「地

域福祉を進める上で、現在重視している取組」の１位は「包括的な相談・支援

体制の構築・充実」、２位は「複合的な課題を抱えた人、制度の狭間にいる人

への支援」でした。 

 

○ 県では、市町村アンケート結果も踏まえ、地域生活課題の解決を試みる市町

村における包括的な支援体制づくりを促進するため、体制づくりの重要性や重

層的支援体制整備事業の周知、先進自治体の事例紹介等を行うとともに、体制

づくりに課題を抱える市町村を支援しています。 

 

○ また、単独の市町村では解決が困難な問題や、広域的な支援が必要と考えら

れる人（医療的ケア児、難病・がん患者、配偶者からの暴力を受けた者、刑務

所出所者等）については、地域の実情に応じた施策を効果的に実施していく必

要があることから、住民に最も身近な自治体である市町村の意見を十分に聞き

ながら、県と市町村の施策が相乗効果を発揮するよう取り組んでいく必要があ

ります。 

 

○ 包括的な支援体制づくりを行う市町村においては、分野横断的に多様な支援

ニーズに対応した支援体制を構築するため、制度等に関する広範な知識等が必

要となることから、そこに関わる職員の研修の充実が必要です。 

 

〇 今後、人口減少が見込まれる中、市町村では、市町村単位を超えて広域的に

課題へ取り組む必要性が指摘されています。 

 

 

「具体的な取組」 

○ 地域共生社会の実現に向けて、本計画や他の個別計画に基づき、広域的な地

域福祉の推進に取り組むとともに、地域の実情に応じた市町村の包括的な支援

体制の整備を進めるため、市町村間や支援関係機関間の情報共有、市町村への

技術的助言など必要な支援を行います。 
 

○ 専門的な医療的ケアを必要とする児童、難病・がん患者等への支援、特段の

配慮が必要となる配偶者からの暴力を受けた者、犯罪や非行をした人等の再犯

防止や社会復帰支援等、単独の市町村では解決や支援が難しい課題に対して、

中核地域生活支援センター等において専門的、広域的な面から市町村を支援し

ます。 

 

○ 市町村単位では行うことが困難な広域的な事業や専門的な事業、新たな 福

祉課題等への対応については、各種団体等と連携しながら取り組みます。 

 

○ 重層的支援体制整備事業について、包括的支援体制の整備のための効果的な
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手法の一つとして、実施を検討している市町村等に対して、必要な情報提供や

助言等を行います。 

 

○ 地域福祉の政策動向、コミュニティソーシャルワークに関する職員研修の実

施や好事例の紹介、市町村間の情報交換の場の提供等を通じて、分野横断的な

社会福祉関係部局職員の人材養成を図ります。 

 

手法の一つとして、実施を検討している市町村等に対して、必要な情報提供や

助言等を行います。 

 

○ 地域福祉の政策動向、コミュニティソーシャルワークに関する職員研修の実

施や好事例の紹介、市町村間の情報交換の場の提供等を通じて、分野横断的な

社会福祉関係部局職員の人材養成を図ります。 

 

１３ 第７章 ２ 

（２）施策ごとの達成目標 

 

（２０５、２０６頁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲの柱 多様な福祉の担い手づくり 

基本方策 指標 
福祉人材の確保・育成・定

着に向けた総合的な対策 
介護保険関係介護職員数 
介護職員の離職率 

 

 

 

Ⅴの柱 暮らしやすい環境づくり 

基本方策 指標 
お互いを認め合う人権を

尊重した社会づくりと権

利擁護の推進 

成年後見制度の市町村計画を策定した市町村数 

日常生活自立支援事業利用者数 

 

 

 

 

Ⅲの柱 多様な福祉の担い手づくり 

基本方策 指標 
福祉人材の確保・育成・定

着に向けた総合的な対策 
介護保険関係介護職員数 
介護職員の離職率 
ピアサポートの活動への参加人数 

県内指定保育士養成施設卒業生の県内保育所等へ

の就職率 

 

Ⅴの柱 暮らしやすい環境づくり 

基本方策 指標 
お互いを認め合う人権を

尊重した社会づくりと権

利擁護の推進 

成年後見制度の市町村計画を策定した市町村数 
中核機関整備市町村数 
日常生活自立支援事業利用者数 

 

 

 

 


